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騒音に係る環境基準の類型当てはめ地域、
騒音・振動規制法に基づく指定地域の変更

令和元年１０月

東近江市市民環境部生活環境課

資料３

変更の概要

騒音に係る環境基準の類型当てはめ地域

騒音・振動規制法に基づく指定地域

 環境基準： 環境基本法に基づく「人の健康の保護及び生活環境

の保全のうえで維持されることが望ましい基準」

※ 騒音⇒基準あり 振動⇒基準なし

 類型当てはめ： 環境基準が適用される地域を指定すること

 騒音規制法・振動規制法に基づき「著しい騒音や振動を発生する

施設」を有する工場に対して規制をかける地域を指定すること

都市計画の用途地域

に従って指定する

平成３１年３月２９日付け

都市計画の変更

類型当てはめ地域・指定

地域を変更
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騒音に係る環境基準の類型

類型

基準値

昼 間 夜 間

ＡＡ ５０ ｄＢ ４０ ｄＢ

Ａ 及び Ｂ ５５ ｄＢ ４５ ｄＢ

Ｃ ６０ ｄＢ ５０ ｄＢ

厳しい

緩い

昼間 ： 午前６時 ～ 午後１０時 夜間 ： 午後１０時 ～ 午前６時

騒音規制法に基づく指定地域

区域
基準値

朝 昼間 夕 夜間

第１種 ４５ ｄＢ ５０ ｄＢ ４５ ｄＢ ４０ ｄＢ

第２種 ５０ ｄＢ ５５ ｄＢ ５０ ｄＢ ４５ ｄＢ

第３種 ６０ ｄＢ ６５ ｄＢ ６５ ｄＢ ５５ ｄＢ

第４種 ６５ ｄＢ ７０ ｄＢ ７０ ｄＢ ６０ ｄＢ

厳しい

緩い

朝 ： 午前６時 ～ 午前８時
夕 ： 午後６時～午後１０時

昼間 ： 午前８時 ～ 午後６時
夜間 ： 午後１０時 ～ 午前６時
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振動規制法に基づく指定地域

昼間 ： 午前８時 ～ 午後７時 夜間 ： 午後７時 ～ 午前８時

区域

基準値

昼間 夜間

第１種 ６０ ｄＢ ５５ ｄＢ

第２種（Ⅰ） ６５ ｄＢ ６０ ｄＢ

第２種（Ⅱ） ７０ ｄＢ ６５ ｄＢ

厳しい

緩い

都市計画用途地域 － 類型・指定地域 対応表

用 途 地 域
騒 音 に 係 る
環 境 基 準

騒 音 規 制 法 振 動 規 制 法

低層住居専用地域
Ａ類型

第１種

第１種
中高層住居専用地域

第２種住居地域・準住居地域
Ｂ類型

市街化調整区域

商業地域・近隣商業地域

Ｃ類型
第３種 第２種（Ⅰ）

準工業地域

工業地域・工業専用地域 第４種 第２種（Ⅱ）

厳しい

緩い
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中小路町地区

市街化調整区域 近隣商業地域

都市計画

※ 変更するもの 環境基準 騒音 振動

中小路町地区
環境基準

Ｂ類型 Ｃ類型

緩 く
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中小路町地区
騒 音

２種 ３種

緩 く

中小路町地区
振 動

１種 ２種（Ⅰ）

緩 く
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外町地区
都市計画

※ 変更するもの 環境基準 騒音

市街化調整区域中高層住居専用地域

外町地区
環境基準

Ｂ類型Ａ類型

緩 く
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外町地区
騒 音

２種１種

緩 く
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八日市清水二丁目・小脇町地区

市街化調整区域 中高層住居
専用地域

都市計画

※ 変更するもの 環境基準

八日市清水二丁目・小脇町地区

Ｂ類型 Ａ類型

環境基準

厳 し く
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五個荘川並町地区

① 市街化調整区域

② 工業地域 ② 市街化調整区域

① 工業地域

都市計画

※ 変更するもの 環境基準 騒音 振動

五個荘川並町地区
環境基準

① Ｂ類型 ① Ｃ類型

② Ｃ類型 ② Ｂ類型
② 厳しく

① 緩 く
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五個荘川並町地区
騒 音

① ２種

② ２種

① ４種

② ４種
② 厳しく

① 緩 く

五個荘川並町地区
振 動

① ２種（Ⅱ）

② ２種（Ⅱ）

① １種

② １種
② 厳しく

① 緩 く
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今町１地区
都市計画

市街化調整区域 工業地域

※ 変更するもの 環境基準 騒音 振動

今町１地区
環境基準

Ｂ類型 Ｃ類型

緩 く



13

今町１地区
騒 音

４種２種

緩 く

今町１地区
振 動

１種 ２種（Ⅱ）

緩 く
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今町２地区
都市計画

※ 変更するもの 環境基準 騒音 振動

市街化調整区域工業地域

今町２地区
環境基準

Ｂ類型Ｃ類型

厳 し く
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今町２地区
騒 音

４種 ２種

厳 し く

今町２地区
振 動

２種（Ⅱ） １種

厳 し く
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佐生・佐野・神郷・長勝寺地区

市街化調整区域
① 中高層住居

専用地域

② 住居地域

都市計画

※ 変更するもの 環境基準

佐生・佐野・神郷・長勝寺地区

① Ｂ類型 ① Ａ類型

② Ｂ類型 ② Ｂ類型
（変更なし）

環境基準

① 厳しく
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瓜生川地区

① 市街化調整区域

都市計画

※ 変更するもの 環境基準

①－１ 中高層住居専用地域

①－２ 住居地域

② 住居地域

②は変更なし

② 市街化調整区域

②は変更なし

瓜生川地区
環境基準

① Ｂ類型

①－２ Ｂ類型
（変更なし）

①－１ Ａ類型

厳 し く
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川合町地区

市街化調整区域 工業専用地域

都市計画

※ 変更するもの 環境基準 騒音 振動

川合町地区
環境基準

Ｂ類型 Ｃ類型
緩 く
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川合町地区

４種２種

騒 音

緩 く

川合町地区
振 動

２種（Ⅱ）１種
緩 く


